
東京圏から東広島市へ移住される方へ

交付額

世帯：

又は

単身：

令和８年度

東広島市移住支援金

子育て加算：
18歳未満の世帯員1人につき

交付対象者 確認フローチャート

概要

東京23区にお住まいの方やお勤めの方が東広島市に移住し、就職・
起業などにより移住支援金の対象となる要件を満たす場合、その方
の申請に基づき、予算の範囲内で、移住支援金を交付します。

東広島市に住民票を移す直前、「東京23区内に在住」又は「東京
圏のうち条件不利地域以外に在住し東京23区内に通勤」している

①の期間が、東広島市に住民票を移す直前10年のうち、通算5年
以上である

①の期間が、東広島市に住民票を移す直前に、連続して1年以上
である

移住元から東広島市に住民票を移して、1年以内である

移住支援金の申請日から5年以上継続して東広島市に居住する
意思がある

YES

YES

YES

YES

YES (裏面へ）

転入直前の１０年中 移住

5年以上 在住等

移住転入直前の1年

移住転入後１年以内

申請申請後５年以上

(例) A区 2年 B区 3年



交付対象者 確認フローチャート（続き）

広島県（雇用労働政策課）が運営する広島で働きたい方のための求人情報サイトです。
移住支援金を就職要件で受けようとする場合は、「ひろしまワークス」に移住支援金
対象として掲載されている求人に対して就職することが条件となります。

注意事項
• 交付要件等の詳細については、ホームページを確認するか、東広島市地域政

策課定住サポートセンターまでお問い合わせください。
• 移住支援金の申請にあたっては、事前にご相談ください。
• 返還要件に該当する場合、支援金を返還していただく場合があります。きます。

移住特設サイト

移住支援金や移住・定住に関するお問い合わせはこちらから

東広島市 地域政策課 定住サポートセンター
住所：〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8-29

（市役所北館2階）
電話：082-420-0401

メール：hgh200401＠city.higashihiroshima.lg.jp
移住支援金

就業
（一般）
の場合

テレワーク
の場合

起業
の場合

関係人口
の場合

就業
（専門）
の場合

ひろしまワークスの求人から就職
• 勤務地が広島県内
• 「ひろしまワークス」の移住支援金対象求人
• 申請日から５年以上継続して勤務する意思 等

東広島市を本拠としたテレワーク業務
• 東広島市内を生活及び就業の本拠
• 自己の意思による移住
• 週20時間以上テレワーク実施 等

中山間地域課題解決型起業支援事業
• １年以内に中山間地域課題解決型起業支援事
業の採択を受けている

①支給対象者の要件
②地域の担い手確保の要件
の両方を満たす（詳細はホームページで確認）

国や県の専門人材事業を活用して就職
• プロフェッショナル人材事業 または
• 先導的人材マッチング事業 等

申

請

手

続

き

へ

ひろしまワークスについて

移住後の「働き方等」について、いずれかに当てはまる。
（要件の詳細はホームページ等でご確認ください）
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YES
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YES
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• 移住支援金の申請にあたっては、ホームページから申請書をダウンロードして必
要事項を記入の上、添付書類と提出してください。

移住支援金の申請


